葛西地区自治会連合会　女性連絡部会　会則

　第　１　章　　総　則

（名　称）
　第１条　　本部会は、葛西地区自治会連合会女性連絡部会と称する。

（目　的）
　第２条　　本部会は、葛西地区自治会連合会と連携をとりながら、女性部相互の連絡並びに親睦と融和を図

　　　　　るとともに、地域諸団体と相互協力体制を確立し、葛西地域のコミュニテイ発展に寄与していくこ

　　　　　とを目的とする。

（事　業）
　第３条　　本部会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。

　　　①　女性部員の資質の向上及び女性部の発展を図ること

　　　②　関係諸団体との連絡調整及び活動を補佐すること

　　　③　その他、本部会目的達成に必要な事業

（構　成）
第４条　　本部会は、葛西地区自治会連合会に加盟している町会・自治会の女性会員で本部会の趣旨に賛同

　　　　　　するものをもって構成する。

　　第　２　章　　組　織

（代表部会員の選出）
　第５条　　各町会・自治会ごとに代表部会員を数名置く。

　　　（２）代表部会員の総数、及び各町会・自治会ごとの人数は役員会において決定する。

　　　（３）選出にあたっては、所属する町会・自治会の推薦を必要とする。

（役員の選出）
　第６条　　役員は、総会において代表部会員の中から選出される。なお、選出にあたっては、各協議会の推

　　　　　　薦を必要とする。

　　　（２）副部会長は、各協議会から１名ずつ選出されるものとする。

　　　（３）部会長は、副部会長の中から選出する。なお、選考にあたっては役員会の多数決をもって決定する。

　　　（４）会計、会計監査、理事を部会長・副部会長以外の役員の中から互選する。

　　　（５）企画調整部会員を役員会にて選出する。選考対象は役員の中から互選する。

（任　期）
　第７条　　代表部会員及び役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。

　　　（２）任期途中で退任の場合は、退任者の所属する団体が選出する者を後任者とし、その任期は前任者の

　　　　　　在任期間とする。

（役　員）
　第８条　　役員の役職は次の通りとする。

　　　①　部会長　・・・・　１名

　　　②　副部会長・・・・　５名

　　　③　会　計　・・・・　２名

　　　④　会計監査・・・・　２名

　　　⑤　理　事　・・・・１４名

（役員の任務）
　第９条　　役員の職務は次の通りとする。

　　　①　部会長は、会務を統括し、会を代表する。

　　　　　副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は欠けたときは職務を代行する。

　　　②　会計は、本部会の経理を処理し、会計報告を行う。

　　　③　会計監査は、本部会の会計を監査し、その結果を報告する。

　　　　理事は、前条第１項第１号から第４号までの役員を補佐し本部会の円滑な運営を図る。

（相談役）
　第１０条　本部会には相談役を置くものとし、その役職は自治連正副会長が就任する。
　　　第　３　章　　会　議

（種　別）
　第１１条　本部会の会議は総会、臨時総会及び役員会を開催することができる。

　　　（２）総会及び臨時総会は代表部会員により構成される。

（総会及び臨時総会）
第１２条　総会は、本部会の最高議決機関として、部会長が招集し年１回開催する。

　　　　　ただし、部会長が必要と認めた時は臨時総会を開催することができる。

（役員会）
第１３条　役員会は、部会長が必要と認めたときは随時開催することができる。

（定足数）
第１４条　会議は、これを構成する者の２分の１以上の出席がなければ開会することができない。

（議　決）
第１５条　会議の議事は、出席者の過半数をもって決定する。

（書面表決等）
第１６条　会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は、他

　　　　　　の構成員を代理人として表決を委任することができる。

　　第　４　章　　会　計

（経　費）
　第１７条　本部会の経費は、会費、補助金、寄附金及びその他の収入をもって充てる。

（会　費）
　第１８条　本部会の会費は、葛西地区自治会連合会の各協議会単位で世帯数に応じた負担とする。

　　　（２）前項の規定に係わらず、会が必要と認めた場合は、役員会において決定し臨時徴収することができ

　　　　　　る。

（会計年度）
第１９条　本部会の会計年度は、４月１日に始まり翌年３月３１日をもって終了する。

（会計監査）
第２０条　決算及びそれに関連する全ての報告は、本部会の会計監査を経て総会の承認を得なければならない。

　　第　５　章　　雑　則

（会則の改廃）
第２１条　会則の改廃は、葛西地区自治会連合会の役員会で承認を得たうえで、総会において決議しなければ

　　　　　　ならない、

（内　規）
第２２条　本部会には、必要により内規を定めることができる。

　　　附　則

本会則は、平成12年6月29日より施行する。

平成13年6月12日一部改正































